
イケ ダ ユウ コ イクシマ マサ コ ハ セ ガワ キ ミ コ トクトメ アケ ミ

＊１埼玉県衛生研究所専門研究員 ＊２同主任 ＊３同主任研究員 ＊４同担当部長 ＊５同所長

＊６埼玉県立大学健康開発学科長

タカ ノ マ リ コ ミネギシ フミ エ タン ノ サ キ コ ミ ウラ ヨシヒコ

埼玉県では，新たな健康づくり行動計画「すこやか彩の国21プラン」を策定し，平成22年度
を目標年とした健康づくり運動を推進中であり，このプランの達成度や効果が把握できる健康
の総合指標として「埼玉県の健康寿命」を算出し，また同指標の算出が簡単に行えるソフトの
作成を目的とする。
生命表の作成には の方法を用い，「障害発生時点」を「介護保険制度における要介

護等認定を受けた時点」としてとらえ，「要介護等認定を受けないで生活できる期間」を「健
康寿命」とした。また，平均余命に対する健康寿命の割合を健康割合とし，埼玉県全体と県内
医療圏(13)別に分析した。健康寿命算出ソフトの作成は，エクセル マクロと関数を利用
して行った。
埼玉県の健康寿命は，65歳男性で14.73年，75歳で7.78年，65歳女性で16.35年，75歳で8.13

年であった。65歳，75歳では女性の方が健康寿命が長いが，85歳になると，男性3.09年，女性
2.43年と逆転した。健康割合は，65歳男性で84.5％，75歳で73.1％であるが，女性はそれぞれ
73.4％，57.4％で，65歳，75歳ともに女性の方が低かった。医療圏別では，65歳健康寿命は男
性が14.16～15.05年，女性が16.01～16.94年で，男女とも県南・県南東部で低かった。65歳健
康割合は，男性が83.4～86.2％，女性が71.1～76.7％で，男女とも県北部で高かった。作成し
た健康寿命算出ソフトは，「埼玉県の健康寿命」をはじめ，平均寿命（余命）や健康割合など
が医療圏別，市町村別に算出可能であり，最新データを追加することによって，今後も継続し
て活用することが可能である。
介護保険制度を基に算出する健康寿命は，１）既存の統計資料の活用が可能であるため，継

続的に算出可能で，経年評価ができる，２）全国的に統一された手順と基準に沿って要介護度
の認定作業が行われていることから，自治体間の比較が可能である，３）健康づくり事業の達
成度や効果が把握できる，などの特徴をもつ指標である。また，作成した健康寿命算出ソフト
は，エクセル上で稼働し，低コスト，簡単操作であり，集団の健康指標算出ツールとして利便
性が高いものと言える。

介護保険制度，健康寿命，健康割合，健康寿命算出ソフト

Ⅰ

わが国は，国民の生活環境の改善や医学の進

歩により平均寿命が急速に延伸し，世界有数の
長寿国となっている。しかし，人口の高齢化は
著しく，生活習慣病およびそれに伴う寝たき
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り，認知症などの要介護状態になる人の増加が
深刻な社会問題となっている。厚生労働省は平
成12年３月，すべての国民が健やかで心豊かに
生活できる活力ある社会とするため，健康寿命
の延伸と生活の質の向上の実現を目的とする
「21世紀における国民健康づくり運動（健康日
本21）」を策定した。これを受け，埼玉県では
平成13年10月，新たな健康づくり行動計画「す
こやか彩の国21プラン」が策定された。平成22
年度を目標年とするこのプランは「すこやか県
民の実現」を目的とし，行政・企業・民間団体
が一体となって実施するもので，食生活，身体
活動などの分野に具体的な数値目標を設定して
いるが，平成17年度はその中間年にあたる。中
間年では，プランを効果的・効率的に推進する
ための見直しを行い，数値目標などの評価を行
うことが必要であると同時に，1)プランの達成
度や効果が把握できる，2)埼玉県の健康状態を
トータルして示すことができる，3)健康づくり
の成果が同県民にわかりやすい形でイメージで
きる，健康に関する総合指標が求められている。
本研究では，介護保険制度における要介護等

認定者数に基づき，このプランの総合指標とし
て「埼玉県の健康寿命」を算出し，また同指標
の算出が簡単で，経年的な評価にも活用できる

健康寿命算出ソフト（エクセル版）を作成する
ことを目的とした。

Ⅱ

の生命表1)を用い，平成13年の平均
余命を算出した。生命表作成基礎期間は，死亡
数の偶然変動による影響を少なくするため５年
間とした。死亡数は平成11～15年の人口動態統
計（厚生労働省），中央人口は平成13年の埼玉
県町（丁）字別人口，既存生命表の生存数・定
常人口は平成13年簡易生命表（同）から引用し
た。年齢区分は，死亡率の違いを考慮して，０
歳，１～４歳，５～９歳，……，80～84歳，85
歳以上とした。

健康寿命を算出し，平均余命との相関分析を
行った。健康寿命とは生命表を利用して求める，
「障害発生時点」（あるレベル以上の健康状態
で生きられなくなった時点）までの生存期間で
ある。「障害発生時点」のとらえ方は，「不健康
と自覚した時点」「労働・家事・社会参加に支
障がでた時点」「 （日常生活動作）に支障
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注 網かけ部分が算出に使用したデータ年である。

がでた時点」など様々であるが，本研究では，
これを「介護保険制度における要介護等認定を
受けた時点」としてとらえ，「要介護等認定を
受けないで生活できる期間」を「健康寿命」と
した。

の生命表と健康寿命の関係を に
示す。 の生命表に要介護等認定を受け
ていない人の割合を結合させると要介護等認定
を受けていない人の平均余命が算出され，これ
が「健康寿命」となる。つまり，

健康寿命＝要介護等認定を受けないで生活
できる期間

＝要介護等認定を受けていない人
の平均余命

であり，結合の手順2)3)は以下のとおりである。
① の生命表を作成する。
② 自立率（要介護等認定を受けていない人

の割合）を求める。
自立率＝１－(要介護等認定者数／人口）

③ 生命表にある定常人口の に健康寿
命算出にある自立率を乗じて，自立定常人口の

を算出する。
④ 自立定常人口の を生命表の生存数で

除して，要介護等認定を受けていない人の平均
余命を算出する。
⑤ ④の平均余命を健康寿命とする。
健康寿命算出に使用する要介護等認定者数は，

本来，生命表作成基礎期間の中央年を使用する。
しかし，この方法では，最新の健康寿命でも２
年前の要介護等認定者で算出することになるた
め，生命表作成基礎期間の最終年の要介護等認
定者数を使用することとした。したがって，健
康寿命算出にあたっては で算出した平成13
年の平均余命は平成15年の平均余命となる。生
命表作成基礎期間と健康寿命算出基礎期間を
に示す。なお，要介護等認定者数は，介護保
険制度で要支援，要介護１～５に認定（10月末
現在）された65歳以上の者とした。

平均余命が長くても健康寿命が短ければ，健
康でいられる割合（健康割合）は少なくなる。

によって算出した健康寿命について，次式
により健康割合を求めた。

健康割合(％)＝(健康寿命／平均余命)×100
（単位未満の数値は四捨五入のため，％・ポイントなど，

文中表記値による計算では一致しない場合がある）

上記(１)～(３)について埼玉県全体で算出し，
相関分析は市町村別に行った。また，平均余命
と健康寿命の差を要介護期間とした。

13医療圏（11医療圏・２副次圏）別に健康寿
命・健康割合を算出し，最小値と最大値の差の
１/５を階級幅とする５つのランクに分類した。
算出値が大きいほど好ましい結果（ランク５）
として医療圏別地図を作成した。

エクセル マクロと関数を活用すること
により，「埼玉県の健康寿命」をはじめ，医療
圏別，市町村別に算出可能であり，最新データ
を追加することで将来的な経年評価にも活用で
きる健康寿命算出ソフトの作成4)を行った。

平均余命と健康寿命に関し，正規性の検定
（ - 検定）と相関分析を
行った。有意確率は両側を用い，相関係数は



を表記した。なお，分析には
を用いた。

Ⅲ

５歳階級別平均余命を に示す。埼玉県の
男性の平均寿命は78.13歳（市町村別では73.63～

80.83歳），女性は84.57歳（同74.63～85.35
歳）で，女性の方が6.44年長かった。
すべての年齢で女性の平均余命は男性より長
く，65歳男性は17.43年（同15.48～19.53年），
75歳は10.64年（同9.55～11.43年），65歳女性
は22.28年（同21.02～23.12年），75歳は14.16
年（同13.25～14.70年）であった。

市町村別に算出した平均
余命と健康寿命の散布図を

に示す。有意な相関を
認めたものに回帰直線と決
定係数を記載した。相関係
数は，65歳男性で0.741,75
歳で0.536と強い相関を認
めたが，女性においては認
めなかった。
埼玉県の健康寿命は，65
歳男性で14.73年，75歳で
7.78年（65歳の52.8％），

65歳女性で16.35年，
75歳で8.13年（65歳
の49.8％）であった。
65歳，75歳では女性
の方が健康寿命が長
いが，85歳になると，
男性3.09年，女性
2.43年と逆転した。

65歳と75歳の比較
を に示す。埼玉
県の健康割合は，65
歳男性で84.5％，75
歳で73.1％であるが，
女性はそれぞれ73.4
％，57.4％で，65歳，
75歳ともに女性の方
が低かった。また，
65歳と75歳の健康割
合の差は，男性11.4



ポイント，女性15.9ポイントで，女性の減少度
合いが大きかった。75歳における女性の平均余
命は前述のとおり14.16年と長いものの，健康
割合は６割を下回り，４割以上は要介護状態で
ある。

13医療圏の65歳健康寿命は，男性が14.16～
15.05年，女性が16.01～16.94年に，65歳健康
割合は，男性が83.4～86.2％，女性が71.1～
76.7％に分布していた。 に医療圏別地図を
示す。
健康寿命は男女とも県南・県南東部がランク

１を示したが，健康割合はそうではなかった。

健康割合は男性の医療圏差が大きく，隣接する
県北４医療圏で広範囲に健康割合がランク５で
あったが，それ以外の医療圏ではランク１と２
であった。
健康寿命・健康割合が男女ともにランク５で
あったのは県北東部に位置するＡ医療圏であり，
ともにランク１のＢ医療圏は県南部に位置して
いた。また，健康寿命と健康割合のランク差が
最大（３ランク差）であるのはＣ医療圏の男性
で，県南西部に位置していた。

作成したソフト(愛称「健寿君」)のメニュー
画面を に示す。このソフトは，メニュー中

の選択ボタン操作によって，平成12年以
降の希望する年の平均寿命（余命），健
康寿命，健康割合などを瞬時に算出し，
同時にグラフも作成する。介護度等は必
要に応じて要支援，要介護１～５の希望
する範囲を選択することができ，さらに，
世界保健機関（ ）の -10（疾
病・傷害・死因統計分類）に基づき，特
定の疾患を除去しての算出が可能である。
埼玉県全体のデータだけでなく，県内の
希望する医療圏や市町村を選択し，算出



することもできる。選択したこれらの算出条件
がメニュー画面の分析条件に表記され，この条
件をファイル名としたエクセルファイルを算出
結果として保存する。
最新データを追加することによって，今後も

継続して活用することが可能である。

Ⅳ

男性は平均余命と健康寿命に有意な相関が認
められたが，女性は認められなかった。平均余
命，健康寿命は，65歳・75歳ともに女性が長い
が，健康寿命は85歳で逆転し，男性が長くなる。
健康割合は，65歳で男性84.5％に対し女性73.4
％で，女性が11.2ポイント低い。75歳では，男
性73.1％，女性57.4％で女性が15.7ポイント低
く，その差は65歳より拡大する。これらのこと
から，「女性は長寿ではあるが，要介護とされ
る期間も長い」こと，また，「女性は高齢にな
るに従って健康寿命の下降度が大きい」ことが

示唆される。渡辺ら5)は，静岡県において，介
護を必要とする原因疾患別に介護保険制度利用
の継続年数を分析し，男性は脳血管疾患，女性
は筋骨格系疾患の予防対策が優先されるべきと
している。埼玉県における要介護等認定を受け
た要因分析は今後の課題であるが，健康寿命の
延伸には「性差を考慮した健康づくりと介護予
防」は重要である。
医療圏別分析では，健康寿命が長く健康割合
が高い医療圏は県北東部に，健康寿命が短く健
康割合が低い医療圏は県南部に位置していた。
今後，これらの地域の食生活，健康意識，生活
様式などを比較することで，健康寿命や健康割
合が好ましい結果となるための生活習慣の分析
に有用な基礎資料になると考えられる。
健康寿命算出ソフト「健寿君」は，健康寿命
をはじめ，平均寿命（余命）や健康割合などが
医療圏別，市町村別に算出可能で，経年的な評
価にも活用できる。菅野6)は，平均寿命に対す
る健康寿命の割合の市町村別算出は，市町村ご



との健康づくり運動など一連の事業評価として
活用できるとしており，まさしく健康割合がこ
れに該当し，「健寿君」で瞬時に算出可能であ
る。辻7)は，運動訓練への適応が確認された高
齢者に６カ月間の運動訓練を実施し，最大酸素
摂取量，身体活動量などで良好な改善を認めた。
介護保険法は平成17年10月の改正で予防重視型
のシステムに転換され，要介護度が低く改善が
見込まれる者を対象に運動器の機能向上など，
新たなサービスが導入された。「健寿君」は，
必要に応じて要支援，要介護１～５の希望する
範囲を選択して算出可能なため，これら運動器
の機能向上の変化を定量化した指標としても利
用可能である。
介護保険制度における要介護等認定者数に基

づき算出する健康寿命には，介護保険未申請者
の影響や，介護施設の整備状況，家族の介護力
の違いなど，地域の健康水準以外の影響も否め
ない問題点がある。また，主観的健康観などが
加味されておらず，健康寿命の算出の基盤とな
る「障害発生時点」に主観的要素を組み入れた
指標が望まれるが，この場合，自治体間の統一
的な基準に多くの検討を要する。利点は，全国
的に統一された手順と基準に沿って要介護度の
認定作業が行われていることから，自治体間の
比較が可能であり，医療圏別・市町村別に算出
することで県内の地域特性を把握することも可
能である。また，既存の資料を利用して算出す
るため，低コストであるほか，このソフトは使
用方法が簡単なため，多くの保健所，市町村が
簡単に利用でき，自治体間で相互にデータを共
有活用できるメリットも大きい。
厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会で

は，「健康日本21」の中間評価の作業を進め，
平成17年９月，今後の生活習慣病対策の方向性
としての中間とりまとめを行った。その中で，
「健康日本21」で設定されている９分野70項目
から，生活習慣病予防のため日常生活において
具体的に何に取り組めばいいのかをわかりやす
く提示するため，重点的に取り組むべき目標値
として21項目を代表目標項目とした8)。埼玉県
においても，「すこやか彩の国21プラン」の中

間評価を行うべく，県民，関係機関・団体，学
識経験者などで構成する「すこやか彩の国21プ
ラン推進検討会議」が設置され，中間評価を実
施した9)。この検討会議で，前半５年間の取り
組みを評価するとともに，後半５年間に向けた
新たな取り組みと強化などについて検討した結
果，健康に関する総合指標の一つとして本研究
の健康寿命が組み込まれた。また，「健寿君」
は県内市町村に配布予定とされている。
科学的根拠に基づく事業の推進が求められて
いる昨今，介護保険制度を利用して算出した健
康寿命は，「すこやか彩の国21プラン」の達成
度や効果を把握し，新たな推進方策への支援と
なる。今後，埼玉県の健康状態をトータルして
示すことができ，健康づくりの成果が県民にわ
かりやすい形でイメージできる健康の総合的指
標としての活用が期待される。

本研究は，(財)大同生命厚生事業団「平成16
年度地域保健福祉研究助成」を受けて行ったも
のである。実施にあたってソフト作成にご指導
を賜りました島根県保健環境科学研究所の糸川
浩司氏に感謝申し上げます。
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